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写

印影は加工しています 

■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■
■■■■■■■■



 

概要書 

東京都市計画ごみ焼却場の変更について 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

   東京都市計画ごみ焼却場 第十号 北清掃工場 

 

２ 位置 

   北区志茂一丁目地内 

【別紙】「位置図」のとおり 

 

３ 変更内容 

  【別紙】「計画書」「総括図」「計画図」のとおり 

 

４ 変更理由 

  【別紙】「都市計画の案の理由書」のとおり 

 

５ 意見要旨と見解 

  【別紙】「都市計画の案に対する意見書の要旨と見解」のとおり 

 

６ これまでの経過と今後の予定 

平成３０年 ５月１８・１９日       都市計画の原案の説明会 
令和 ２年 ９月１０日          東京都知事協議 

１０月１６日～１０月３０日   都市計画の案の公告・縦覧 
１０月１６・１７・２９・３１日 都市計画の案の説明会 

令和 ４年 ３月２４日          北区都市計画審議会 
    ４月上旬           都市計画の変更の告示 
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東京都市計画ごみ焼却場の変更（北区決定） 
 

東京都市計画ごみ焼却場第十号北清掃工場を次のように変更する。 

種 別 
名 称 

位 置 面 積 備 考 
番 号 ごみ焼却場名 

ごみ焼却場 第十号 北清掃工場 北区志茂一丁目地内 約２．０ｈａ 
処理能力 

６００ｔ/日 

「区域は計画図表示のとおり」 
 
理由 計画的な施設整備を推進するため、工場建替えを契機に都市計画の区域及び面積を現状の工場敷地へ合わせ、上記のとおりを変更する。 

 
変更概要 

名  称 変更事項 

第十号北清掃工場 
１ 区域の変更  計画図表示のとおり 
２ 面積の変更  約１．８ｈａ → 約２．０ｈａ 
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東京都市計画ごみ焼却場　　総括図　

第十号北清掃工場

今回変更箇所
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都市計画の案の理由書 

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 ご み 焼 却 場  第 十 号  北 清 掃 工 場  

 

２  理  由  

   

令 和 2 年 7 月 策 定 の 北 区 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 2020 に お い

て は 、 ご み の 処 理 に つ い て 、 地 域 へ の 環 境 負 荷 を 最 小 限 に す る た

め 、北 清 掃 工 場 の 建 替 え を 東 京 二 十 三 区 清 掃 一 部 事 務 組 合 と 連 携

し て 進 め る と し 、同 組 合 一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 に 基 づ く 本 建 替

え 事 業 は 、 周 辺 の 住 環 境 と の 調 和 を 図 る と し て い る 。  

 

令 和 2 年 3 月 策 定 の 北 区 一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 2020 に お い

て は 、 環 境 保 全 の 観 点 か ら 、 循 環 型 社 会 の 形 成 を 推 進 し 、 災 害 時

に は 災 害 応 急 対 策 の 活 動 拠 点 と し て の 役 割 を 踏 ま え 、東 京 二 十 三

区 清 掃 一 部 事 務 組 合 と 協 力 、連 携 し て 建 替 え 事 業 を 進 め て い く 方

針 で あ る 。  

 

こ の 度 、 清 掃 工 場 の 建 替 え が 計 画 さ れ 、 ま た 、 追 加 区 域 の 土 地

利 用 も 確 定 し た こ と か ら 、都 市 計 画 の 区 域 を 変 更 し 、面 積 を 約 １ ．

８ ｈ ａ か ら 約 ２ ． ０ ｈ ａ と す る も の で あ る 。  
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都市計画の案に対する意見書の要旨と見解 
 

東京都市計画ごみ焼却場 第十号北清掃工場の変更に係る都市計画の案を、都市計画法（以下「法」という。）第２１条第２項において準用する法１

７条第１項の規定に基づき、令和２年１０月１６日から１０月３０日までの２週間公衆の縦覧に供したところ、法第２１条第２項において準用する法１

７条第２項の規定により、同期間中に２通（２名）の意見書の提出があった。その意見書の要旨及び北区の見解は次のとおりである。 

 

都市計画の種類及び名称：東京都市計画ごみ焼却場 第十号北清掃工場 

 

意 見 書 の 要 旨 北 区 の 見 解 

Ⅰ 賛成意見に関するもの  （なし） 

  

Ⅱ 反対意見に関するもの  （なし） 

  

Ⅲ その他の意見に関するもの  2 通（2 名） 

１ 史跡・文化財に関すること 

（１）  今回都市計画変更する土地の一部は、鎌倉時代から存在すると言わ

れる古道(王子～岩淵)の一部であるが、現地に古道が存在した旨の説

明板等を設置すべきではないか。 

１ 史跡・文化財に関すること 

（１）  鎌倉時代から存在すると言われる古道に関しては現存する

場所もあり、また、現在の敷地形状から変更はない為、今回の

都市計画変更に伴い説明板等を設置する予定はございません。 

２ 敷地面積に関すること 

（１）  解体時の仮設計画において敷地面積が狭く、適切な覆い等が困難で

あるため、計画地東南の東京都所有地の部分も都市計画区域として拡

大していただくことはできるのか。 

２ 敷地面積に関すること 

（１）  今回の都市計画変更は、東京二十三区清掃一部事務組合の所

有地と都市計画区域の整合を図るためのものであり、清掃工場

の施設を設置しない東京都所有地の部分を都市計画区域とし

て拡大することは行いません。敷地取得に関しましては、東京

二十三区清掃一部事務組合の判断となります。 

 

8



9

写

印影は加工しています 

■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■



「北清掃工場建替事業」に係る環境影響評価書について（要約） 
 

1 事業者の名称及び所在地 

  名 称：東京二十三区清掃一部事務組合 

  所在地：東京都千代田区飯田橋三丁目５番１号 

 

2 対象事業の名称及び種類 

  名 称：北清掃工場建替事業 

  種 類：廃棄物処理施設の設置 

 

3 対象事業の内容の概要 

所在地 東京都北区志茂一丁目２番３６号 

面積 約 １９,０００㎡ 

工事着工年度 令和４年度（予定） 

工場稼働年度 令和１１年度（予定） 

処理能力 可燃ごみ ６００トン/日（３００トン/日・炉×２炉） 

主

な

建

築

物

等 

 

工場棟 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

（一部鉄筋コンクリート造、鉄骨造） 

高さ：約 31ｍ 

 

煙突 

外筒：鉄筋コンクリート造 

内筒：ステンレス製 

高さ：約 120ｍ 

 

4 東京都環境影響評価条例に基づく手続き 

環境影響評価調査計画書の提出  平成 30 年 8 月 10 日 

環境影響評価書案の提出 令和 2 年 9 月 16 日 

環境影響評価書案に係る見解書の提出 令和 3 年 3 月 29 日 

審査意見書が送付された日 令和 3 年 7 月 6 日 

 

5 環境に及ぼす影響の評価の結論 

環境影響

評価項目 

評価の結論 

大気汚染 

 

工 事 の

施行中 

 

 

建設機械の稼働に伴う排出

ガス 
大気質への影響は最小限に抑えられると考える。 

工事用車両の走行に伴う排

出ガス 

大気質への影響は小さいと考える。 

工 事 の

完了後 

施設の稼働に伴う煙突排出

ガス(長期予測) 
大気質への影響は最小限に抑えられると考える。 

施設の稼働に伴う煙突排出

ガス(短期予測) 
大気質への影響は小さいと考える。 

ごみ収集車両等の走行に伴

う排出ガス 
大気質への影響は小さいと考える。 

悪臭 工 事 の

完了後 

施設の稼働に伴う臭気（敷地

境界） 
発生する臭気が日常に及ぼす影響は小さいと考える。 

施設の稼働に伴う臭気（煙

突） 
発生する臭気が日常に及ぼす影響は小さいと考える。 

施設の稼働に伴う臭気（排出

水） 
発生する臭気が日常に及ぼす影響は小さいと考える。 

騒音・振

動 

 

 

工 事 の

施行中 

 

 

建設機械の稼働に伴う騒音 騒音の影響は最小限に抑えられると考える。 

建設機械の稼働に伴う振動 振動の影響は最小限に抑えられると考える。 

工事用車両の走行に伴う道

路交通の騒音 
騒音の影響は小さいと考える。 
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工事用車両の走行に伴う道

路交通の振動 
振動の影響は小さいと考える。 

工 事 の

完了後 

施設の稼働に伴う騒音 騒音の影響は最小限に抑えられると考える。 

施設の稼働に伴う振動 振動の影響は最小限に抑えられると考える。 

ごみ収集車両等の走行に伴

う道路交通の騒音 
騒音の影響は小さいと考える。 

ごみ収集車両等の走行に伴

う道路交通の振動 
振動の影響は小さいと考える。 

土壌汚染 

 

工 事 の

施行中 

土壌中の有害物質等の濃度 既存施設の稼働中において、計画地内（21 地点）の

現況調査を行った範囲では、有害物質溶出量及び含有

量は、全調査項目で汚染土壌処理基準を下回った。ま

た、ダイオキシン類についても環境基準及び調査指標

値を下回った。 

地下水への溶出の可能性の

有無 

工事の実施が地下水汚染を引き起こすことはないと

考える。 

新たな土地への汚染の拡散

の可能性の有無 

新たな地域に土壌汚染を拡散させることはなく、評価

の指標を満足すると考える。 

地盤 

 

工 事 の

施行中 

地盤の変形の範囲及び変形

の程度 

掘削工事に起因する地盤の変形の程度は小さいこと

から、周辺の建物に影響を及ぼさないと考える。 

地下水の水位及び流況の変

化の程度 

掘削工事が計画地周辺の地下水の水位及び流況に及

ぼす影響は小さいと考える。 

地盤沈下の範囲及び程度 地盤沈下が生じる可能性は低く、周辺の地盤等に及ぼ

す影響は小さいと考える。 

工 事 の

完了後 

地盤の変形の範囲及び変形

の程度 

地下構造物の存在に起因する地盤の変形の程度は小

さいことから、周辺の建物に影響を及ぼさないと考え

る。 

地下水の水位及び流況の変

化の程度 

地下構造物の存在に起因する地下水の水位及び流況

の変化が生じる可能性は低く、計画地周辺の地下水に

及びす影響は小さいと考える。 

地盤沈下の範囲及び程度 地下構造物の存在に起因する地盤沈下が生じる可能

性は低く、計画地周辺の地盤等に及ぼす影響は小さい

ことから、周辺の建物に影響を及ぼさないと考える。 

水循環 

 

 

工 事 の

施行中 

地下水の水位及び流況の変

化の程度 

地下水の水位及び流況に及ぼす影響は小さいと考え

る。 

 

工 事 の

完了後 

地下水の水位及び流況の変

化の程度 

地下水の水位及び流況に及ぼす影響は小さいと考え

る。 

表面流出量の変化の程度 雨水の表面流出量への影響は小さいと考える。 

日影 

 

 

 

工 事 の

完了後 

冬至日における日影の範囲

及び日影となる時刻、時間数

等の日影の状況の変化の程

度 

日影の状況の変化の程度は小さいと考える。 

 

日影が生じることによる影

響に特に配慮すべき施設等

における日影となる時刻、時

間数等の日影の状況の変化

の程度 

計画建築物等による特に配慮すべき施設等への日影

の影響は最小限に抑えられると考える。 

 

電波障害 工 事 の

完了後 

遮蔽障害 計画建築物等に起因する電波障害が発生した場合に

は、適切な障害対策を講じることにより電波障害は解

消されると考える。 

景観 

 

工 事 の

完了後 

主要な景観構成要素の改変

の程度及びその改変による

地域景観の特性の変化は小さいと考える。 
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地域景観の特性の変化の程

度 

代表的な眺望地点からの眺

望の変化の程度 

眺望に大きな変化を及ぼさないと考える。 

圧迫感の変化の程度 工場棟の色彩や形状にあたっては、北区景観づくり計

画に定める景観形成基準に基づいた外観意匠とする。

さらに、工場棟周囲には高木等を配置することで、圧

迫感の軽減を図る計画である。 

自然との

触れ合い

活動の場 

工 事 の

完了後 

自然との触れ合い活動の場

の持つ機能の変化の程度 

「自然との触れ合い活動の場の持つ機能に著しい影

響がないこと」及び「北区緑の基本計画 2020」に示

されている施策を満足するものと考える。 

廃棄物 工 事 の

施行中 

廃棄物の排出量、再利用量及

び処理・処分方法 

廃棄物の排出量、再利用量及び処理・処分方法は関係

法令等に定める事業者の責務を遵守できるものであ

り、妥当であると考える。 

建設発生土の排出量、再利用

量及び処理・処分方法 

建設発生土の排出量、再利用量及び処理・処分方法は

関係法令等に定める事業者の責務を遵守できるもの

であり、妥当であると考える。 

工 事 の

完了後 

廃棄物の排出量、再利用量及

び処理・処分方法 

廃棄物の排出量、再利用量及び処理・処分方法は関係

法令等に定める事業者の責務を遵守できるものであ

り、妥当であると考える。 

温室効果

ガス 

工 事 の

完了後 

温室効果ガスの排出量及び

それらの削減の程度 

温室効果ガスの排出量は、可能な限り削減でき、評価

の指標を満足すると考える。 

本事業の実施が周辺環境に与える影響については、上記のとおりであり、都市計画を変更する上で支障ない

と判断する。 
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